
国土交通省が実施した政策評価についての個別審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定、平成 17 年 12 月 16

日改定。以下「基本方針」という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総

務省は「各行政機関が実施した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式

において確保されるべき客観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ

計画的に取り組むこととされている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 

 

ア 「平成 18 年度政策評価チェックアップ結果評価書」（平成 19 年 8 月 10 日付け国

政評第 16 号による送付分）における実績評価方式による 27 件（151 業績指標）の

政策評価 

イ 「平成 20 年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」（平成

19 年 8 月 29 日付け国政評第 19 号による送付分）における事業評価方式による 67

件の政策評価（事前） 

 

２ 実績評価方式による政策評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、これ

に対する実績を測定して目標の達成度合いについて評価する方式であるので、当該

目標に関して達成すべき水準を明確にする必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である（注）。 

○ 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているか

どうか。 
 

（注）達成すべき目標は行政活動の一定のまとまりを対象として設定されるものであり、様々な要
素を包含することとなる。このため、その具体的な達成水準を一義的に示すことは一般的に困
難であり、その場合、関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの指標ごとに達成水準を示
す具体的な目標を設定し、その実績の測定をもって、達成すべき目標の達成水準の測定に代え
ることが必要となる。そのような措置を講じている府省の審査においては、達成すべき目標と
測定可能な指標との構造を明らかにした上で審査を行うものとする。 

 

（２）審査の結果 

「平成 18 年度政策評価チェックアップ結果評価書」における実績評価方式による

27 件（151 業績指標）の政策評価についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、

以下のとおりである。 

 

 

 



目標分類 指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

C

○ (1) 1 最低居住面積水準未満率（％） ＣＭ
概ね0%

(H22年度)
○

C

1

１日当たりの平均利用者数が5,000人以上
の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特
定多数の者等が利用する一定の建築物及び
住宅のバリアフリー化の割合（％）
住宅

ＣＭ
約1割

(H19年度)
○

1
高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅の
バリアフリー化率（％）
一定のバリアフリー化

ＣＭ
56%

(H22年度)
○

1
高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅の
バリアフリー化率（％）
高度のバイラフリー化

ＣＭ
17%

(H22年度）
○

1
共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで
車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ス
トックの比率（％）

ＣＭ
19%

(H22年度)
○

1

１日当たりの平均利用者数が5,000人以上
の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特
定多数の者等が利用する一定の建築物及び
住宅のバリアフリー化の割合（％）
建築物

ＣＭ
約4割

(H19年度)
○

1
不特定多数の者等が利用する一定の建築物
（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の
基準に適合する割合（％）

ＣＭ
30%

(H20年度)
○

1

１日当たりの平均利用者数が5,000人以上
の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特
定多数の者等が利用する一定の建築物及び
住宅のバリアフリー化の割合（％）
道路

ＣＭ
約5割

(H19年度)
○

1

１日当たりの平均利用者数が5,000人以上
の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特
定多数の者等が利用する一定の建築物及び
住宅のバリアフリー化の割合（％）
旅客施設の段差解消

ＣＭ
7割強

(H19年度)
○

1

１日当たりの平均利用者数が5,000人以上
の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特
定多数の者等が利用する一定の建築物及び
住宅のバリアフリー化の割合（％）
視覚障害者誘導用ブロック

ＣＭ
8割強

(H19年度)
○

1
低床バス車両・ノンステップバス車両の導
入割合及び福祉タクシーの導入数
低床バス車両（％）

ＣＭ
65%

(H22年度)
○

1
低床バス車両・ノンステップバス車両の導
入割合及び福祉タクシーの導入数
ノンステップバス車両（％）

ＣＭ
30%

(H22年度)
○

1

低床バス車両・ノンステップバス車両の導
入割合及び福祉タクシーの導入数
福祉タクシー（台）

ＣＭ
18,000台
(H22年度)

○

1

バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客
船、航空機の割合（％）
鉄軌道車両

ＣＭ
50%

(H22年度)
○

1
バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客
船、航空機の割合（％）
旅客船

ＣＭ
50%

(H22年度)
○

1

バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客
船、航空機の割合（％）
航空機

ＣＭ
65%

(H22年度)
○

1

バリアフリー化された都市公園の園路及び
広場、駐車場、便所の割合（％）
園路及び広場

ＣＭ
約45%

(H22年度)
○

1

バリアフリー化された都市公園の園路及び
広場、駐車場、便所の割合（％）
駐車場

ＣＭ
約35%

(H22年度)
○

1

バリアフリー化された都市公園の園路及び
広場、駐車場、便所の割合（％）
便所

ＣＭ
約30%

(H22年度)
○

政策評価審査表（実績評価関係）

政
策
番
号

政　策

　目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

達成すべき目標
（「達成目標」）

○ (3)

○　暮らし　生活空間の充実等を通じた豊かな生活の実現

1 居住水準の向上

○

政策目標１　居住水準の向上
　多様なライフスタイル、ライフス
テージに対応した、ゆとりある快適
な住まいを様々な選択肢から選べる
こと

良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促
進する

○ (1) 住宅をバリアフリー化する

○

政策目標２　バリアフリー社会の実
現
　すべての人々、特に高齢者や障害
者等にとって、生活空間が移動しや
すく、暮らしやすい状態にあること

移動空間をバリアフリー化する

○ (4) 都市公園をバリアフリー化する

2 バリアフリー社
会の実現

○ (2)
不特定多数の者が利用する建築物をバ
リアフリー化する



○ (5) 1

バリアフリー化された路外駐車場の割合
（％） ＣＭ

約40%
(H22年度)

○

C

○ 1
子育て世帯における誘導居住面積水準達成
率（％）
全国

ＣＭ
50%

(H22年度)
○

○ 1
子育て世帯における誘導居住面積水準達成
率（％）
大都市圏

ＣＭ
45%

(H22年度)
○

○ (2) 1 自然体験活動拠点数（箇所） Ｐ
420箇所

(H18年度)
○

○ (3) 1
歩いていける範囲の都市公園の整備率
（％）

Ｐ
66%

(H19年度)
○

C

○ (1) 1 １人当たり都市公園等面積（㎡/人） Ｐ
9.3㎡/人
(H19年度)

○

1 汚水処理人口普及率（％） ＣＭ
86%

(H19年度)
○

1 下水道処理人口普及率（％） ＣＭ
72%

(H19年度)
○

○ (3) 1
都市空間形成河川整備率（％）

Ｐ
40%

(H18年度)
○

○ (4) 1 良好な環境を備えた宅地整備率（％） ＣＭ
32%

(H22年度)
○

○ (5) 1 市街地の幹線道路の無電柱化率（％） ＣＭ
15%

(H19年度)
○

○ (6) 1 中心市街地人口比率の減少率 ＣＭ
前年度比0.5%減

(H21年度)
○

C

○ (1) 1
人々が海辺に親しむことのできる海岸の延
長（km）

Ｐ
約6,800Km
(H19年度)

○

○ (2) 1
都市域における水と緑の公的空間確保量
（％）

ＣＭ
12㎡／人を約1割増

（13㎡／人）
(H19年度)

○

C

○ (1) 1 河川の流量不足解消指数（％） Ｐ
61%

(H18年度)
○

○ (2) 1
水道水源域における下水道処理人口普及率
（％）

ＣＭ
60%

(H18年度)
○

○ (3) 1 河川における汚濁負荷削減率（％） ＣＭ
78%

(H19年度)
○

C

1
洪水による氾濫から守られる区域の割合
（％）

ＣＭ
約62%

(H19年度)
○

1 床上浸水を緊急に解消すべき戸数（万戸） ＣＭ
約6万戸

(H19年度)
○

1 流下能力不足橋梁数（橋） Ｐ
3,500橋

(H18年度)
○

路外駐車場をバリアフリー化する

3 子育てしやすい
社会の実現

○

政策目標３　子育てしやすい社会の
実現
　生活空間が、子供が健やかに成長
できる状態にあること

(1)
良質なファミリー向け住宅の供給を促
進する

水辺における児童の自然体験を支援す
る

都市住民が身近に使える公園を確保す
る

4 住環境、都市生
活の質の向上

○

政策目標４　住環境、都市生活の質
の向上
　住みやすい環境、便利で利用しや
すい機能を備えた快適で魅力あるま
ちの中で、安全でゆとりある、質の
高い生活を送ることができること

中心市街地を再生する

ゆとりある住環境に必要な都市公園等
を確保する

○ (2) 下水道等の汚水処理施設を普及させる

都市部における良好な水辺空間を形成
する

良好な宅地供給を促進する

電線類を地中化する

5 アメニティ豊か
な生活環境の形
成 ○

政策目標５　アメニティ豊かな生活
環境の形成
　水と緑豊かで、美しい景観を有す
る生活環境の中で暮らせること

海岸における親水空間等を形成する

公共空間における緑化等を推進する

6 良質で安全な水
の安定した利用
の確保 ○

政策目標６　良質で安全な水の安定
した利用の確保
　きれいな水、おいしい水を豊かに
確保できること

河川の正常な流量を確保する

水道水源域の水質を改善する

河川の水質を改善する

○　安全　防災の高度化の推進と交通安全対策の強化

7 水害等による被
害の軽減

○

政策目標７　水害等による被害の軽
減
　水害、土砂災害、津波、高潮、雪
害、火山噴火災害等の災害に対する
備えが充実し、また災害発生後の適
切な対応が確保されることで、これ
らの災害による生命・財産・生活に
係る被害の軽減が図られること

○ (1)
水害による被害を軽減するため、施設
整備を行う



1 下水道による都市浸水対策達成率（％） ＣＭ
54%

(H19年度)
○



1
ハザードマップ認知率（％）
洪水

ＣＭ
70%

(H18年度)
○

1
ハザードマップ認知率（％）
火山

ＣＭ
76%

(H18年度)
○

○ (3) 1 台風中心位置予報の精度（km） Ｐ
260km

（H22年）
○

1 土砂災害から保全される戸数（万戸） ＣＭ
約140万戸
(H19年度)

○

1
土砂災害から保全される災害時要援護者関
連施設数（施設）

ＣＭ
約4,100施設
(H19年度)

○

○ (5) 1
津波・高潮による災害から一定の水準の安
全性が確保されていない地域の面積（万
ha）

ＣＭ
約10万ha
(H19年度)

○

C

○ (1) 1
災害時に広域的な救援ルートが確保されてい
る都市の割合（％）

ＣＭ
76%

(H19年度)
○

○ (2) 1
地震時に防護施設の崩壊による水害が発生
する恐れのある地域の解消（ha）

ＣＭ
約10,000ha
(H19年度)

○

○ (3) 1
多数の者が利用する一定の建築物及び住宅
の耐震化率（％）
建築物

ＣＭ
約2割

(H19年度)
○

○ (4) 1
多数の者が利用する一定の建築物及び住宅
の耐震化率（％）
住宅

ＣＭ
約65%

(H19年度)
○

○ (5) 1
一定水準の防災機能を備えるオープンス
ペースが一箇所以上確保された大都市の割
合（％）

ＣＭ
約25%

(H19年度)
○

○ (6) 1 港湾による緊急物資供給可能人口（万人） ＣＭ
約2,600万人
(H19年度)

○

○ (7) 1

地震時等において大規模な火災の可能性が
あり重点的に改善すべき密集市街地（約
8,000h）のうち最低限の安全性が確保され
る市街地の割合（％）

ＣＭ
約3割

(H19年度)
○

C

○ (1) 1
海難及び船舶からの海中転落による死亡・
行方不明者数（人）

ＣＭ
220人以下
(H22年)

○

○ (2) 1
ふくそう海域における航路を閉塞するよう
な大規模海難の発生数（件）

ＣＭ
0件

(H18年度以降毎年
度)

○

○ (3) 1
航空機に対するハイジャック・テロの発生
件数（件）

ＣＭ
0件

(H16年度以降毎年
度)

○

○ (4) 1
国内航空における航空事故発生件数（５年
間の平均）（件/年）

ＣＭ
16.6件/年

(H15-19年の平均)
○

1
道路交通における死傷事故率（件/億台キ
ロ）

ＣＭ
約１割削減（約108

件/億台キロ）
(H19年)

○

1
あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩
行者・自転車死傷事故の抑止率
死傷事故の抑止率（％）

ＣＭ
約2割

(H19年)
○

1
あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩
行者・自転車死傷事故の抑止率
歩行者・自転車死傷事故の抑止率（％）

ＣＭ
約3割

(H19年)
○

1
事故危険箇所対策実施箇所の死傷事故の抑
止率（％）

ＣＭ
約3割

(H19年)
○

○ (6) 1
車両対車両衝突事故における死亡事故率
（正面衝突）（％）

ＣＭ
3.0%

(H22年)
○

○ (2)
災害の危険性に関する情報を普及させ
る

台風時の被害を軽減するため、気象情
報を充実する

○ (4)
土砂災害による被害を軽減するため、
施設整備を行う

津波・高潮等の災害による被害を軽減
するため、施設整備を行う

8 地震・火災によ
る被害の軽減

○

政策目標８　地震・火災による被害
の軽減
　地震や火災に対する備えが充実
し、また災害発生後の適切な対応が
確保されることで、これらの災害に
よる生命・財産・生活に係る被害の
軽減が図られること

災害時の緊急支援ルートを確保する

震災時の水害による被害を軽減するた
めの施設整備を行う

多数の者が利用する建築物を耐震化す
る

住宅を耐震化する

震災時の避難地を確保する

震災時の緊急物資の供給を確保する

密集市街地を改善する

政策目標９  交通安全の確保
　陸・海・空の交通に関する安全を
確保するため、事故やテロ等の未然
防止と被害軽減が図られること

海上における死亡・行方不明者を減少
させる

船舶交通の安全を確保する

ハイジャック・航空機テロの発生を防
止する

航空事故を減らす

○ (5) 道路交通事故を抑止する

自動車の安全性を高める

9 交通安全の確保

○



○ (7) 1
事業用自動車の運行管理に起因する事故割
合（％）

ＣＭ
50%

(H22年)
○

○ (8) 踏切道の安全を向上させる 1 「開かずの踏切」の対策率（％） ＣＭ
100%

(H22年度）
○

1 遮断機のない踏切道数（箇所） ＣＭ
4,000箇所
(H22年度)

○

1
急曲線における速度超過防止用ＡＴＳ等の
設置率（緊急整備計画に基づくもの）
（％）

ＣＭ
100%

(H21年度)
○

1
地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置率（誤出
発防止機能を有するもの）（％）

ＣＭ
100%

(H18年度)
○

1
地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の
割合（％）

ＣＭ
100%

(H20年度)
○

○ (10) 1
港湾におけるプレジャーボートの適正な係
留・保管率（％）

ＣＭ
55%

(H18年度)
○

1
道路構造物保全率（％）
橋梁

ＣＭ
93%

(H19年度)
○

1
道路構造物保全率（％）
舗装 ＣＭ

91%（H14の水準
（91%）を維持）

(H19年度)
○

C

○ (1) 1
海上及び海上からのテロ活動による被害の
発生件数（件）

ＣＭ
0件

(H18年度以降毎年
度)

○

○ (2) 1
薬物・銃器密輸事犯の摘発件数（過去５年
間の平均値）（件／年）

ＣＭ
（Ｐ
）

22.0件／年
(H15-19年の平均)

○

C

○ (1) 1 船員災害発生率（‰） ＣＭ
10.8‰

(H19年度)
○

C

○ (1) 1
重量車の平均燃費向上率（％）平成14年度
比

ＣＭ
7%

(H22年度)
○

○ (2) 1
国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフ
ト化率（％）

ＣＭ
47%

(H18年度)
○

1
住宅、建築物の省エネルギー化率（％）
一定の省エネルギー対策を講じた住宅ス
トックの比率

ＣＭ
31%

(H22年度)
○

1
住宅、建築物の省エネルギー化率（％）
新築住宅における次世代省エネ基準（平成
11年基準）達成率

ＣＭ
50%

(H20年度)
○

1
住宅、建築物の省エネルギー化率（％）
一定の新築建築物における次世代省エネ基
準（H11年基準）達成率

ＣＭ
80%

(H20年度)
○

C

1
ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率（％）
ＮＯ２

ＣＭ
約8割

(H19年度)
○

1
ＮＯ２・ＳＰＭの環境目標達成率（％）
ＳＰＭ ＣＭ

約6割
(H19年度)

○

○ (2) 1 夜間騒音要請限度達成率（％） ＣＭ
72%

(H19年度)
○

○ (3) 1
航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率
（％）

ＣＭ
95%

(H18年度)
○

船舶の安全航行を確保するため放置艇
を減らす

事業用自動車の安全運行を確保する

○ (9) 鉄道の安全を確保する

○ (11) 道路構造物を適切に維持管理する

10 海上における治
安の確保

○

政策目標10  海上における治安の確
保
　海上における犯罪の危害から生
命、財産の安全の確保が図られるこ
と

海上及び海上からのテロによる被害を
防止する

海上ルートによる薬物・銃器の流入を
阻止する

11 船員災害の防止

○

政策目標11　船員災害の防止
　船員に安全な労働環境を確保する
ため、労働災害の未然防止と被害軽
減が図られること

船員災害を防止する

○　環境　地球環境から身近な生活環境までの保全・創造

12 地球環境の保全

○

政策目標12  地球環境の保全
　地球環境保全への取組みがなされ
ること

自動車の燃費を向上させる

モーダルシフトを推進する

○ (3)
住宅・建築物の省エネルギー化を推進
する

13 大気、騒音等に
係る生活環境の
改善

○

政策目標13  大気、騒音等に係る生
活環境の改善
　大気汚染や騒音等による生活環境
への影響の改善や都市のヒートアイ
ランド現象の緩和が図られること

○ (1)
自動車から排出されるＮＯｘ・ＰＭを
減少させる

幹線道路の沿道住民の騒音被害を軽減
する

空港周辺の騒音による生活環境への障
害を軽減する



C

○ (1) 1
失われた自然の水辺のうち、回復可能な自
然の水辺の中で再生した水辺の割合（％）

ＣＭ
約2割

(H19年度)
○

○ (2) 1
失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿
地や干潟の中で再生したものの割合（％）

ＣＭ
約3割

(H19年度)
○

○ (3) 1
生物多様性の確保に資する良好な樹林地等
の自然環境を保全・創出する公園・緑地
（ha）

Ｐ
2,400ha

(H19年度)
○

C

1
環境基準達成のための高度処理人口普及率
（％）

ＣＭ
17%

(H19年度)
○

1 湾内青潮等発生期間の短縮（％） ＣＭ
H14比約5%減
(H19年度)

○

○ (2) 1 合流式下水道改善率（％） ＣＭ
40%

(H19年度)
○

C

1

建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
アスファルト・コンクリート塊（再資源化
率）

ＣＭ
98%以上

(H22年度)
○

1
建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
コンクリート塊（再資源化率）

ＣＭ
96%以上

(H22年度)
○

1

建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
建設発生木材（再資源化率、再資源化・縮
減率）

ＣＭ
65%(95%)
(H22年度)

○

1
建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
建設汚泥（再資源化・縮減率）

ＣＭ
75%

(H22年度)
○

1
建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
建設混合廃棄物

ＣＭ
H12比50%削減
(H22年度)

○

1
建設廃棄物の再資源化・縮減率及び建設発
生土の有効利用率（％）
建設発生土

ＣＭ
90%

(H22年度)
○

○ (2) 1
可能な限り減量化したうえで海面処分場で
も受入が必要な廃棄物の受入（％）

ＣＭ
100%

(H18年度以降毎年
度)

○

○ (3) 1 循環資源国内輸送コスト低減率（％） ＣＭ
H14比約1割減
(H19年度)

○

○ (4) 1 下水汚泥のリサイクル率（％） ＣＭ
68%

(H19年度)
○

C

○ (1) 1 規格の高い道路を使う割合（％） ＣＭ
15%

(H19年度)
○

○ (2) 1
５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間
以内である鉄道路線延長（km）

ＣＭ
（Ｐ
）

15,200km
(H20年度)

○

14 良好な自然環境
の保全、再生及
び創出

○

政策目標14  良好な自然環境の保
全、再生及び創出
　豊かで美しい自然環境の保全、再
生及び創出が図られること

失われた水辺を再生する

失われた湿地・干潟を再生する

都市域における自然環境を再生する

15 良好な水環境へ
の改善 ○

政策目標15  良好な水環境への改善
　良好な水質、健全な水量等を有す
る水環境への改善が図られること

○ (1)
水質保全上重要な地域における水質を
改善する

都市の親水空間の確保のため、合流式
下水道を改善する

16 循環型社会の形
成

○

政策目標16  循環型社会の形成
　資源の循環利用等により、環境負
荷の低減を目指す循環型社会の形成
が図られること

○ (1) 建設工事のリサイクルを推進する

海面処分場の容量を確保する

循環資源の輸送コストを低減する

下水汚泥のリサイクルを推進する

○　活力　都市再生や地域連携、観光振興等を通じた、魅力と活力にあふれる経済社会の形成

17 広域的モビリ
ティの確保

○

政策目標17  広域的モビリティの確
保
　全国的な基幹的ネットワークの整
備等により、人や物の広域的な移
動・交流の拡大、効率化が図られる
こと

地域の競争条件確保のための幹線道路
網を構築する

整備新幹線の整備、在来幹線鉄道の高
速化を推進する



○ (3) 1
国内航空サービス提供レベル（億座席キ
ロ）

ＣＭ
1,500億座席キロ

(H19年度)
○

C

○ (1) 1
国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率
（％）

ＣＭ
H14比5%減
(H19年度)

○

1
国際航空サービス提供レベル
国際航空旅客（億座席キロ）

ＣＭ
4,800億座席キロ

(H19年度)
○

1
国際航空サービス提供レベル
国際航空貨物（億トンキロ）

ＣＭ
300億トンキロ

(H19年度)
○

○ (3) 1
国際航空路線において最適経路を航行でき
る航空機の割合（％）

ＣＭ
100%

(H19年)
○

1
ふくそう海域における管制船舶の入港まで
の航行時間の短縮（分）
東京湾

ＣＭ
150分(H14に比べ約

15%短縮）
(H19年度)

○

1 船舶航行のボトルネックの解消率（％） Ｐ
90%

(H18年度)
○

○ (5) 1

国際拠点空港と都心部との間の円滑な鉄道
アクセスの実現（都心部との間の鉄道アク
セス所要時間が30分台以内である三大都市
圏の国際空港の数）（空港）

ＣＭ
2空港

(H18年度)
○

○ (6) 1
拠点的な空港・港湾への道路アクセス率
（％）

ＣＭ
68%

(H19年度)
○

○ (7) 1
都市再生緊急整備地域等における民間投資
誘発量（ha）

ＣＭ
2,500ha

(H19年度)
○

○ (8) 1 三大都市圏環状道路整備率（％）
ＣＭ
（Ｐ
）

60%
(H19年度)

○

○ (9) 1
都市機能更新率（％）
建築物更新関係

ＣＭ
36%

(H20年度)
○

C

○ (1) 1
複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルか
ら陸上輸送半日往復圏の人口カバー率
（％）

ＣＭ
80%

(H18年度)
○

○ (2) 1
フェリー等国内貨物輸送コスト低減率
（％）

ＣＭ
H14比4%減
(H19年度)

○

C

1
都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長
（km）
東京圏

Ｐ
2,387（内、複々線

区間　221）km
(H18年度)

○

1
都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長
（km）
大阪圏

Ｐ
1,565（内、複々線

区間　135）km
(H18年度)

○

1
都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長
（km）
名古屋圏

Ｐ
973（内、複々線区

間　2）km
(H18年度)

○

1 都市鉄道（東京圏）の混雑率（％） ＣＭ
165%

(H18年度)
○

1

バスの利便性向上に資する事業者の取組状
況
バスロケーションシステムが導入された系
統数（系統）

ＣＭ
4,000系統
(H18年度)

○

1

バスの利便性向上に資する事業者の取組状
況
コミュニティバスの運行に取り組む事業者
数（事業者）

ＣＭ
330事業者
(H18年度)

○

国内航空需要の増大に応じた輸送サー
ビス提供量を確保する

18 国際的な水準の
交通サービスや
国際競争力等の
確保・強化 ○

政策目標18　国際的な水準の交通
サービスや国際競争力等の確保・強
化
　国際的な水準の交通サービスの確
保、国際的な人の移動の促進、国際
物流の円滑化等が図られ、国際競争
力等の確保・強化が図られること

国際空港への鉄道アクセスを向上させ
る

空港・港湾・道路等の連携を強化する

都市再生を促進する

三大都市圏の環状道路ネットワークを
形成する

土地の高度利用と市街地の防災性の向
上を図る

国際海上貨物の輸送コストを低減する

○ (2)
国際航空需要の増大に応じた輸送サー
ビス提供量を確保する

国際航空需要の増大に対応するため、
航空交通容量を拡大する

○ (4)
ふくそう海域における円滑な船舶航行
を確保する

19 物流の効率化

○

政策目標19　物流の効率化
　利便性が高く、効率的で魅力的な
物流サービスが提供されること

複合一貫輸送を促進する

国内海上輸送コストを低減させる

20 都市交通の快適
性、利便性の向
上

○

政策目標20　都市交通の快適性、利
便性の向上
　都市における交通渋滞・混雑が緩
和され、円滑な交通が確保されるほ
か、利用しやすい交通機能を備えた
快適で魅力ある都市生活空間等が形
成されること

○ (1) 都市鉄道網を充実させる

○ (2) バスの利便性を向上させる



1

バスの利便性向上に資する事業者の取組状
況
バスカードを導入したバス車両の割合
（％）

ＣＭ
75%

(H18年度)
○

1 道路渋滞による損失時間（億人時間／年） ＣＭ
38.1億人時間／年を

約1割削減
(H19年度)

○

1 ＥＴＣ利用率（％） ＣＭ
75%

(H19年春)
○

1 路上工事時間の縮減率（時間／km・年） ＣＭ
201時間/km・年を約

2割削減
(H19年度)

○

C

○ (1) 1 地方バス路線の維持率（％） ＣＭ
100%

(H20年度)
○

○ (2) 1
有人離島のうち航路が就航している離島の
割合（％）

ＣＭ
71%

(H22年度)
○

○ (3) 1
生活交通手段として航空輸送が必要である
離島のうち航空輸送が維持されている離島
の割合（％）

ＣＭ
96%

(H22年度)
○

C

○ (1) 1 訪日外国人旅行者数（万人） ＣＭ
743万人
(H18年)

○

○ (2) 1 国民一人当たりの平均宿泊旅行回数（回） ＣＭ
2回

(H18年度)
○

○ (3) 1
全国民に対する国営公園の利用者数の割合
（全国民の○人に一人が利用）

ＣＭ
４人

(H19年度)
○

○ (4) 1
地域に開かれたダム、ダム湖活用者数（万
人／年間）

ＣＭ
621万人／年間

(H18年度)
○

1
隣接する地域の中心の都市間が改良済みの
国道で連絡されている割合（％）

ＣＭ
77%

(H19年度)
○

1
日常生活の中心となる都市まで、30分以内
で安全かつ快適に走行できる人の割合
（％）

ＣＭ
68%

(H19年度)
○

C

○ (1) 1 不動産証券化市場規模（兆円） ＣＭ
26兆円

(H18年度)
○

1
指定流通機構（レインズ）における不動産
仲介物件等の登録データ量（千件）

ＣＭ
200千件

(H17年度)
○

1 既存住宅の流通シェア（％） ＣＭ
19%

(H22年)
○

1
住宅の利活用期間
滅失住宅の平均築後年数（年）

ＣＭ
35年
(H22)

○

1
住宅の利活用期間
住宅の滅失率（％）（５年間の平均）

ＣＭ
7.5%

(H17-22年)
○

1
リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に
対する割合（％）

ＣＭ
3.9%

(H22年)
○

都市内の交通渋滞を緩和する○ (3)

21 地域交通確保

○

政策目標21　地域交通確保
　地域の基礎的な生活基盤となる交
通手段が確保され、安心感が醸成さ
れること

地方バス路線を維持する

離島航路を維持する

離島航空路を維持する

22 地域間交流、観
光交流等内外交
流の推進

○

政策目標22　地域間交流、観光交流
等内外交流の推進
　地域間交流、観光交流等の国内外
の交流が促進され、地域や経済の活
性化が図られること

外国人旅行者の訪日を促進する

国民の観光を促進する

国営公園の利用を促進する

ダム周辺施設等の利用を促進する

○ (5) 地域の交流を促進する

23 新たな市場の育
成

○

政策目標23　新たな市場の育成
　創業・起業がしやすく、また、新
たな投資を呼び込むような魅力ある
市場環境が整備され、時代のニーズ
にあった市場が発展すること

不動産証券化市場を健全に発展させる

○ (2) 中古住宅・不動産流通を促進する

○ (3) 住宅リフォーム市場を活性化する



1
25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立
金額を設定している分譲マンション管理組
合の割合（％）

ＣＭ
38%

(H22年)
○

C

○ (1) 1
「発注者支援データベース・システム」の
導入状況（％）

Ｐ
100%

(H18年度)
○

1
公共工事入札契約適正化指針に基づく主な
措置状況（％）
入札監視委員会等第三者機関の設置の状況

Ｐ
100%

(H18年度)
○

1
公共工事入札契約適正化指針に基づく主な
措置状況（％）
入札時における工事費内訳書の提出の状況

Ｐ
80%

(H18年度)
○

○ (3) 1
トラック輸送における営業用トラック輸送
の割合（％）

ＣＭ
54%

(H18年度)
○

○ (4) 1 地籍が明確化された土地の面積（千k㎡） Ｐ
158千㎢

(H21年度)
○

C

○ (1) 1
建設業者に係る経営革新計画の承認件数
（件）

Ｐ
13件

(H18年度)
○

○ (2) 1 指定整備工場数（工場） Ｐ
30,000工場
(H22年度)

○

C

○ (1) 1
新築住宅における住宅性能表示の実施率
（％）

ＣＭ
50%

(H22年度)
○

1
衝突安全性能及び歩行者頭部保護性能の高
い乗用車の市場普及指標
衝突安全性能

ＣＭ
77

(H18年度)
○

1
衝突安全性能及び歩行者頭部保護性能の高
い自動車の市場普及指標
歩行者頭部保護性能

ＣＭ
42

(H18年度)
○

C

○ (1) 1
電子国土Webシステムを利用する団体の数
(団体）

ＣＭ
2000団体
(H20年度)

○

151

○ (3) 住宅リフォーム市場を活性化する

24 公正で競争的な
市場環境の整備

○

政策目標24　公正で競争的な市場環
境の整備
　公正で競争的な市場環境、民間が
活動しやすい市場環境が整備され、
市場の活性化が図られること

基礎的な土地情報を整備する

建設業における不良・不適格業者を排
除する

○ (2)
公共工事の入札及び契約の適正化を推
進する

トラック市場における公正かつ競争的
な市場環境の整備

25 産業の生産性向
上

○

政策目標25　産業の生産性向上
　経済の持続可能な成長へ向けて、
産業の生産性向上が図られること

専門工事業のイノベーションを促進す
る

自動車整備事業の生産性を向上させる

26 消費者利益の保
護

○

政策目標26　消費者利益の保護
　消費者の市場における自由な選択
が確保され、利益が守られること

住宅性能評価・表示を普及させる

○ (2)
自動車の安全性に関する情報を普及さ
せる

○　共通の政策課題　

27 ＩＴ革命の推進

○

政策目標27　ＩＴ革命の推進
　国民生活や産業社会におけるＩＴ
化とともに、行政サイドのＩＴ化が
進められ、誰もが恩恵を享受できる
「日本型ＩＴ社会」の実現が図られ
ること

地理情報の利用環境の整備・充実を図
る

合
計

２７政策 ○＝27
119下位目標

CM=132
P=19

○＝151

（注）１　国土交通省の評価書を基に当省が作成した。
    　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（実績評価関係）の記載事項」を参照



政策評価審査表（実績評価関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「政策番号」欄 国土交通省の平成１８年度政策チェックアップ結果評価書において評価対

象政策ごとに付されている番号を記入した。 

「政策」欄 評価書の「政策目標（アウトカム）と施策目標（評価の単位）」欄に記載さ

れている評価対象政策の名称を記入した。 

「目標に関し達成

しようとする水準

が数値化等により

特定されている政

策の有無」欄 

目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的であっても

目標が達成される水準が具体的に特定されているものは、「○」を記入した。

上記に該当しないものは、「－」を記入した。 

なお、評価対象政策に複数の指標が設定されている場合には、少なくとも一

つの指標について達成しようとする水準が数値化等されているものは「○」を

記入した。 

「達成すべき目標

（「達成目標」）」欄 

評価書の「政策目標（アウトカム）と施策目標（評価の単位）」欄に記載さ

れている達成目標を記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」

を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプット

をそれぞれ示す。 

「測定指標」及び

「指標数」欄 

「達成すべき目標」に対する実績を定期的・継続的に測定するため使用する

指標及びその数を記入した。 

 

「指標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」

を踏まえ、「ＣＭ」、「ＣＩ」、「Ｐ」の別を記入した。ただし、当省が示した分

類と国土交通省の分類に違いがある場合には、その両方を記載し、当省の分類

結果を（ ）内に示した。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「Ｃ

Ｉ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」（＝outPut）

はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 「達成すべき目標」についての目標とする値、水準等を定めている場合に、

その値、水準等を記入した。 

「指標の目標値等

の設定の有無」欄 

各測定指標に着目した場合の目標値等の設定について、上記の「目標に関し

達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無」欄と同様

の分類により「○」及び「－」を記入した。 

 
 

 



アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局） 

 

各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット

指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標を分類した案を各府省に提示した。

各府省がこの分類案と異なる分類の考え方を採っている場合には、当該府省の考え方を以下に別記として整

理している。 

 

記 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第３条第１項において、政策効果は「政

策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は

及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすこと

が見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経

済に及ぼされる何らかの変化や影響 

（例） 〇行政サービスに対する満足度 

○講習会の受講による知識の向上、技能の向上 

○搬送された患者の救命率 

○開発途上国における教育水準（識字率、就学率） 

〇農産物の生産量 

○大気、水質、地質の汚染度 

○ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、

不法投棄件数 

○株式売買高の推移 

○育児休業取得率 

○就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの （例） 〇事業の実施件数、 〇会議の開催数 

〇偽造防止技術の研究件数、 〇環境基準の設定 

〇検査件数、 〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービ

スの量 

（例） 〇講習会、展示会等の開催回数 

〇標準事務処理期間の遵守状況 

〇電算機の稼働率、 〇助成金の支給件数・支給金額 

〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービ

スの利用の結果 

（例） 〇講習会、展示会等の参加者数 

〇ホームページ等へのアクセス件数 

〇論文の被引用数、 〇共同利用施設の利用者数 

○放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数

〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 

〇相談件数、 〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結

果であり直接国民生活や社会経済に及ぼす

影響でないもの 

（例） 〇機構・定員等の審査結果 

〇一般会計予算の主要経費構成比 

〇法令等審査件数 

〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合 

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現

象や事態を表す指標であるが、それ自体は直

接国民生活や社会経済に及ぼす影響を表す

ものではないもの 

（例） 〇各種研究開発の特許取得件数 

○マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数

○新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 



(別記) 国土交通省におけるアウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方 

 

国土交通省では、業績指標について、アウトカムに着目した指標の設定に努めているとしており、業績指標のうち、社

会資本整備重点計画の第２章（注）に記載されている指標と整合性をとるため設定したものはアウトカム指標に分類してい

る。 

また、国土交通省では、業績指標について、アウトプットとアウトカムとを厳密に区分することは困難なものもあり、

また、このような分類を整理するよりも、むしろ、業績指標を通じた評価を行い、現状の分析や課題の抽出等により施策の

改善等につなげていくことを重視して評価に取り組んでいるとしている。このため、今年度の審査においても、昨年同様、

同省の業績指標や目標値の設定の考え方による分類を中心に行った。 

国土交通省では、「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方」(総務省行政評価局)においてアウトプット指標

として分類されているもの一部ついては、以下の考え方により、アウトカム指標であると考えているとしている。なお、今

年度の審査においても、昨年同様、総務省(行政評価局)の分類を（ ）書きとして記載した。 

 

（注）社会資本整備重点計画(平成15年10月10日閣議決定)では、「社会資本の整備に係る計画の重点を、政策目標の実

現に向けて国民が享受する成果の発揮に転換する」とされ、「社会資本整備重点計画法の規定に基づき、毎年度の政

策評価の実施等を確実に行なうもの」とされている。また、同重点計画の第２章「社会資本整備事業の実施に関する

重点目標及びその達成のため効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要」においては、「指標は、重点

目標の主な事項について、その達成状況を定量的に測定するために設定しているもの」とされている。 

 

○ アウトプット指標分類①（行政の活動そのもの）、②

（行政活動により提供されたモノやサービスの量）に

該当する指標のうち、行政の活動の結果により提供さ

れたモノやサービスが、直接国民生活や社会経済に影

響を及ぼすもの 

（例） 

・薬物・銃器密輸事犯の摘発件数（政策目標10「海上

における治安の確保」関係） 

・５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内であ

る鉄道路線延長（政策目標17「広域的モビリティの

確保」関連） 

・三大都市圏環状道路整備率（政策目標18「国際的な

水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化」

関連） 

 

   
 



３ 事業評価方式による政策評価（事前）についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価については、個々の研究開発、公共事業及び政府

開発援助並びに規制に関して、その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策

の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「評価法」という。）第９条及び行

政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13年政令第 323 号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画等に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規

の施策・事業等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、更に質の高い政策評価の実施に向けた今後の課題等を

明らかにする観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握について） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。政策の実施によって何らかの効果が得られることは、当該政策の必要性が認め

られるための前提であり、どのような効果が発現したかをもって得ようとする効果が

得られたとするのか、その状態を具体的に特定することが求められている。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うこととしているか。また、その時期は特定されているか。 



② 事後的な検証が予定されている場合、政策効果の把握の方法は、得ようとする効

果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定されてい

るか。 

 

（２）審査の結果 

「平成 20 年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」にお

ける事業評価方式による 67 件の政策評価（事前）についての審査の結果（事実確認

の整理結果）は、以下のとおりである。 

 
 
 
 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度内に別途取りま

とめる予定である。 

 

 



１ 都市再生機構
の賃貸住宅再
編に伴う入居
者負担増を抑
制するための
支援制度の創
設

○ 低所得者が入居者の過半を占め
る都市再生機構の賃貸住宅ス
トックにおいて、建替え・改善
を行う際の家賃負担の増加を抑
制することにより、低所得の入
居者が、家賃の急減な増加で退
去を余儀なくされるようなこと
なく、継続して居住することを
可能にするものであり、ストッ
ク再編を円滑に進めつつ、低所
得者等の居住の安定を確保す
る。
（業績指標：最低居住面積水準
未満率…概ね0%（平成22年
度））

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：最低居住面積水準
未満率…概ね0%（平成22年
度））

２ 国土交通省に
おける総合的
な少子化対策
の促進

△ 国土交通省における一体的な施
策を効果的に実施し、子ども、
子ども連れの方、妊産婦など
が、安全に安心して暮らせる社
会を実現することで、政府全体
で取組を強化している少子化の
抑制に寄与する。
（業績指標：検討中）

○ 平成２１
年度に事
後検証

△ 子ども、子ども連れの方、妊産
婦などの利用の視点に立ち、生
活空間における危険箇所（潜在
化しているものも含めて）に関
する全国的な情報収集と分析を
実施するとともに、子どもの育
成環境の視点から国土交通省の
個別政策の総点検を実施し、平
成２０年度末に結果を取りまと
め、平成２１年度に少子化対策
の改善点に関するとりまとめ結
果について事後検証を行う。
（業績指標：検討中）

３ 医療法人によ
る賃貸住宅の
供給促進等の
ための地域住
宅交付金の拡
充

○ 住宅市場で不足しているバリア
フリー化された良質な高齢者向
け賃貸住宅の供給を、本年５月
の制度改正により高齢者向け賃
貸住宅の供給が可能となった医
療法人の民間活力を活用して、
促進することにより、効果的に
高齢者の居住の安定の確保を図
る。
（業績指標：高齢者（65歳以上
の者）の居住する住宅のバリア
フリー化率（①一定のバリアフ
リー化、②高度のバリアフリー
化）…①56%（平成22年度）②
17%（平成22年度））

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップ

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：高齢者（65歳以上
の者）の居住する住宅のバリア
フリー化率（①一定のバリアフ
リー化、②高度のバリアフリー
化）…①56%（平成22年度）②
17%（平成22年度））

４ 地域のニーズ
に応じたバリ
アフリー車両
の開発及び標
準仕様の策定

△ 新たな標準仕様の策定による車
両の低コスト化を図ることによ
り、より一層高齢者等に優しく
地域のニーズに応じたバリアフ
リー車両の普及が促進され、バ
リアフリー社会の実現が図られ
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度に事
後検証

△ 事後検証を実施
（業績指標：検討中）

５ 海岸環境整備
事業の拡充

△ 個別の海岸ごとの海水浴など限
られた利用に対応した施設の整
備にとどまらず、一連の海岸を
広域的に捉え、多様なニーズを
踏まえた計画の策定、施設の整
備、維持管理を行うことによ
り、海岸利用を活性化し、海岸
の観光資源としての魅力を向上
させ、地域づくりに寄与する。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 事後検証を実施
（業績指標：検討中）

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）

整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う時期

の特定
効果の把握の方法の特定性



６ トラック事業
者の運行効率
化支援による
都市圏の環境
改善

△ 既存のプローブ情報を活用した
詳細な交通情報をトラック事業
者に提供することにより、効率
的な車両運行を支援し、都市圏
の大気環境・交通環境の改善が
図られる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２０
年度に事
後検証

△ 事後検証を実施
（業績指標：検討中）

７ 世界的な水資
源問題を踏ま
えた我が国の
対応方策推進

○ ・日本の世界の水資源問題に対
する協力のあり方や我が国の水
資源政策の新たな展開方向の検
討に資する。
・「アジアにおける水に関する
国連ミレニアム目標達成の促
進」、「国際議論の場における
日本やアジアの発言力の増強」
などを通じ、我が国のプレゼン
スを高める主体的かつ積極的な
国際貢献の実現が可能となる。
（業績指標：世界的な水資源問
題に対応するための国際会議へ
の開催及び参加件数…13件（平
成23年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップ

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：世界的な水資源問
題に対応するための国際会議へ
の開催及び参加件数…13件（平
成23年度））

８ 歴史的環境を
保全・活用し
たまちづくり
の推進

△ 市町村が策定し国が認定する歴
史的環境保全計画に基づく事業
を総合的に支援することによ
り、単体の歴史的資産ではな
く、周辺の歴史的環境の一体的
な保全・整備が推進されること
から、国として保全すべき歴史
的資産及び周辺の歴史的環境の
保全を図り、美しい国土づくり
を実現するとともに、地域の活
性化を図る。
（業績指標：都市域における水
と緑の公的空間確保量…検討
中）

○ 平成２０
年度以降
の毎年度
のチェッ
クアップ
において
事後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：都市域における水
と緑の公的空間確保量…検討
中）

９ 民間活用型地
球温暖化対策
下水道事業制
度の創設

△ 地域へ下水道の有する資源・エ
ネルギーを供給することや、下
水汚泥以外のバイオマスをまと
めて活用・再生するなど関係主
体と連携・協働した循環利用の
取組が推進される。
（業績指標：下水汚泥リサイク
ル率…検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：下水汚泥リサイク
ル率…検討中）

１０ 地区・街区レ
ベルの環境負
荷削減対策の
推進

△ 地区・街区レベルにおける環境
負荷低減の目標を共有して包括
的に取り組むことで、相乗的な
効果を最大限発揮することが可
能となり、ＣＯ２排出量削減の
目標の実現を図る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

１１ エコパーキン
グシステムの
普及促進

△ アイドリングによるＣＯ２排出
やＮＯｘ・ＳＰＭ等局所的な大
気環境悪化の解消を図る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２０
年度以降
事後検証

△ ＣＯ２排出量については、平成
２０年度以降の京都議定書の
フォローアップにおいて、事後
検証を実施予定であり、それに
同調する形で事後検証を実施
（業績指標：検討中）



１２ 住宅・建築物
に係る省エネ
規制強化の実
効性の確保

○ 省エネ対策の必要性・重要性の
高まり、施工技術等の向上、イ
ンセンティブの付与によって、
住宅・建築物における省エネ性
能の向上が需要側と供給側の双
方から図られるため、民生部門
におけるエネルギー起源ＣＯ２
の排出を一層抑制することが可
能となる。
（業績指標…住宅、建築物の省
エネルギー化（①一定の省エネ
ルギー対策を講じた住宅ストッ
クの比率、②新築住宅における
次世代省エネ基準（平成１１基
準）達成率、③一定の新築建築
物における次世代省エネ基準
（平成１１年基準）達成率）…
①31%（平成22年度）、②50%
（平成20年度）、③80%（平成20
年度））

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標…住宅、建築物の省
エネルギー化（①一定の省エネ
ルギー対策を講じた住宅ストッ
クの比率、②新築住宅における
次世代省エネ基準（平成１１基
準）達成率、③一定の新築建築
物における次世代省エネ基準
（平成１１年基準）達成率）…
①31%（平成22年度）、②50%
（平成20年度）、③80%（平成20
年度））

１３ 市町村単位の
気象警報の発
表

△ 市町村毎に警報を発表して、市
町村が行う避難勧告等の判断の
難しさを排除または軽減すると
同時に、危険地域の住民が、自
らが危険地域にあるかどうかを
容易に判断することができるよ
うにする。これらにより避難勧
告等の発表と自主的な避難活動
の促進が可能となり、気象災害
の防止、軽減を図る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２３
年度政策
レビュー
において
事後検証

△ 政策レビュー（総合評価方式）
（業績指標：検討中）

１４ ５日先までの
台風予報の実
施

○ 台風災害の防止軽減には、人員
配置、資材用意など、事前に十
分な体制を整える必要がある。
また、単身世帯の高齢者など要
援護者の避難活動についても、
対象者の確認や補助者の手配な
どを行う必要がある。５日予報
の実施により、これらの活動に
十分な時間を確保することが出
来るようになり、被害の防止、
軽減を図る。
（業績指標：台風中心位置予報
の精度…260km（平成２２年））

○ 平成２２
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：台風中心位置予報
の精度…260km（平成２２年））

１５ 次世代アメダ
スの整備

○ 全国的に密な観測点での最大瞬
間風速の取得を可能とし、ま
た、より正確な実況監視情報の
提供を可能とするなど、防災気
象情報の充実が図れ、気象災害
の防止・軽減に資する。
（業績指標：台風中心位置予報
の精度…260km（平成２２年））

○ 平成２１
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：台風中心位置予報
の精度…260km（平成２２年））

１６ 緊急地震速報
精度向上のた
めの地震観測
点の強化

○ 伊豆諸島、南西諸島地域に緊急
地震速報に対応した地震観測点
を増設（高密度化）することに
より、同地域で発生する地震に
ついて、信頼性の高い緊急地震
速報をより迅速に発表すること
が可能となる。
（業績指標：地震発生から地震
津波情報発表までの時間…３．
０分未満（平成２３年度））

○ 平成２２
年度政策
レビュー
において
事後検証

○ 政策レビュー（総合評価方式）
（業績指標：地震発生から地震
津波情報発表までの時間…３．
０分未満（平成２３年度））



１７ ケーブル式海
底地震計の整
備

○ 東海・東南海地震の想定震源域
に緊急地震速報に対応した海底
地震計を整備することで、当該
地域の地震発生予測（東海地
震）や精度の高い緊急地震速報
を迅速に発表することができ
る。
（業績指標：地震発生から地震
津波情報発表までの時間…３．
０分未満（平成２３年度））

○ 平成２２
年度政策
レビュー
において
事後検証

○ 政策レビュー（総合評価方式）
（業績指標：地震発生から地震
津波情報発表までの時間…３．
０分未満（平成２３年度））

１８ 異常気象への
対応のための
海洋変動監視
予測情報の提
供

△ 新たに異常気象に密接に関係す
る太平洋・インド洋熱帯域も対
象海域とした広域の海洋変動の
監視・予測情報の提供は、異常
気象に関する情報改善や季節予
報の精度向上とあいまって、我
が国をはじめアジア太平洋諸国
の天候に関してより精度の高い
情報を利用することを可能にす
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２１
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

１９ 被災したまち
の早期復興等

○ 大規模地震に備えた事前対策、
被災後の復興対策の両面から、
緊急的かつ総合的な取り組みに
対する支援を強化することによ
り、大規模地震等に伴う人的・
経済的被害を軽減するととも
に、被災地の活力ある早期復興
の実現を図る。
（業績指標：防災性の向上を目
的としたまちづくりのための事
業が行われた市街地等の面積…
7,000ha（平成２３年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：防災性の向上を目
的としたまちづくりのための事
業が行われた市街地等の面積…
7,000ha（平成２３年度））

２０ 雨に強い都市
づくり支援事
業の創設

△ 下水道施設の計画規模を上回る
超過降雨に対しても住民の自助
等により浸水被害の軽減が期待
され、地域の浸水安全度の向上
に寄与する。
（業績指標：下水道による都市
浸水対策達成率…検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：下水道による都市
浸水対策達成率…検討中）

２１ 密集市街地の
整備促進（住
宅市街地総合
整備事業（密
集住宅市街地
整備型）の拡
充）

△ 密集市街地の早急な整備改善を
図り、最低限の安全性を確保す
ることにより、大規模地震時に
想定される市街地大火による人
的・経済的被害を軽減する。
（業績指標：地震時等において
大規模な火災の可能性があり重
点的に改善すべき密集市街地
（約8,000ha）のうち最低限の安
全性が確保される市街地の割合
…検討中）

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：地震時等において
大規模な火災の可能性があり重
点的に改善すべき密集市街地
（約8,000ha）のうち最低限の安
全性が確保される市街地の割合
…検討中）

２２ 新築住宅の瑕
疵担保責任の
履行確保

△ 住宅保証基金の拡充により、経
営基盤が比較的脆弱な中小住宅
生産者が、保険制度を利用しや
すい環境が整備され、消費者が
安心して住宅を取得できる環境
が整備される。
住宅瑕疵担保履行法の施行にあ
たり、検査、瑕疵認定、査定、
普及・啓発等に加えて、紛争処
理の体制整備を行うことによ
り、新制度の円滑な実施を図
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）



２３ 住宅・建築物
の耐震化に係
る助成の拡充

△ 先行的に耐震化を促進すること
で、大地震発生時の人的被害及
び住宅・建築物の被害を軽減す
る。
（業績指標：多数のものが利用
する一定の建築物及び住宅の耐
震化（①建築物、②住宅）…検
討中）

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：多数のものが利用
する一定の建築物及び住宅の耐
震化（①建築物、②住宅）…検
討中）

２４ 災害復旧のた
めの建設機械
の調達支援
ネットワーク
形成促進

△ 地方自治体や民間団体・企業等
と連携し、全国的な調達支援
ネットワークを構築し民間団
体・企業や専門技術者の登録数
を増やすことで、全国各地で発
生する多様な災害に対して迅速
かつ的確に対応することが可能
となり、効果的な災害復旧活動
に繋がる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２１
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

２５ 貯留浸透施設
整備の推進

△ 都市化の進展に伴う洪水量の増
大に対応する抑制が可能とな
り、床上浸水等の浸水被害を軽
減する。
（業績指標：床上浸水被害を緊
急に解消すべき戸数…検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：床上浸水被害を緊
急に解消すべき戸数…検討中）

２６ 非買収型の河
川事業に伴う
建替家屋に係
る特例措置の
延長及び拡充
（不動産取得
税）

△ 土地利用一体型水防災事業によ
る整備が進むことにより、早期
に浸水被害対策を講じることが
できる。
箇所ごとの事業費の低減が図ら
れることにより、より多くの地
域において浸水被害対策を講じ
ることができる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

災害関連・災
害復旧助成事
業の拡充
①直轄河川災
害関連緊急事
業の拡充

△ 次期出水で重大な被害に繋がる
おそれの高い箇所についても事
業を実施できるよう拡充し対策
を行うため、国民生活の安定が
図られると共に、一定規模の次
期出水による重大災害を回避で
きる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

②直轄砂防防
災関連緊急事
業の拡充

△ 直轄砂防事業緊急事業を拡充
し、大規模土砂災害時における
二次災害防止の応急措置に限
り、箇所あたりの事業費等の要
件を緩和することにより、迅速
かつ的確な対策工事を可能とす
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

③氾濫中対策
の整備

△ 改良復旧事業において、家屋以
外の浸水の許容ならびに掘削残
土を利用した水防拠点等の整備
により、支出予算の削減を図
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

④中小河川の
災害関連事業
の拡充

△ 災害関連事業の実施により、中
小河川における河床変動によっ
て小規模な災害が経年的に発生
している区間の災害を防止し、
将来的な支出予算の削減を図
る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

２７



２８ 河川管理施設
等の戦略的維
持管理

△ 河川維持管理計画（案）等の作
成、試行を直轄管理河川のみな
らず、全国的に都道府県にも広
げるものであり、河川管理施設
の効果的・効率的な管理に資
し、洪水等の被害の軽減も図ら
れる。
（業績指標：検討中）

○ 河川維持
管理計画
（案）…
平成２４
年度を目
処に事後
検証
河川維持
管理実施
計画
（案）…
平成２０
年度以降
の毎年度
事後検証

△ 管理実績を踏まえ、管理内容及
び管理水準を見直すことで、事
後検証を実施
（業績指標：検討中）

２９ 緊急災害対策
派遣隊（TEC-
FORCE）の創設

△ これまでの国による緊急支援
は、その都度体制をとって対応
してきた。緊急災害対策派遣隊
（TEC-FORCE）としてあらかじめ
体制を整備し、事前に人員・資
機材の派遣体制を整備しておく
ことにより、各種調整の円滑
化、迅速かつ適切な支援体制の
構築による被害状況の早期把
握、被災施設の早期復旧が可能
となる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 緊急災害対策派遣隊の活動実績
などについて事後検証を実施
（業績指標：検討中）

３０ 直轄砂防管理
費の創設

△ 火山噴火等に伴う継続的かつ大
量の土砂流出がある渓流等にお
いて、国の直轄による集中的な
除石等砂防設備の管理を行うこ
とにより、下流域の被害を未然
に防止することができる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

３１ 土砂災害対策
の推進による
避難困難地に
おける避難場
所の確保・保
全

△ 従来、土砂災害等のおそれがあ
り、避難所を設けることができ
なかった集落においてその予定
地も保全対象として位置づける
ことにより、市町村による避難
困難地での避難所設置を促し、
集落全体の警戒避難体制の強化
をはかることによって、土砂災
害による人的被害の軽減を図る
ことができる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 制度の拡充により実施された事
業実績などについて事後検証を
実施
（業績指標：検討中）

３２ 海岸堤防等老
朽化対策緊急
事業の創設

△ 計画的な老朽化対策を行うこと
により海岸保全施設の機能を強
化し、甚大な被害の発生を予防
する。
（業績指標：津波・高潮による
災害から一定の水準の安全性が
確保されていない地域の面積…
検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 事後検証を実施
（業績指標：津波・高潮による
災害から一定の水準の安全性が
確保されていない地域の面積…
検討中）

３３ 災害関連緊急
大規模漂着流
木等処理対策
事業の拡充

△ 広範囲に堆積した海岸漂着ゴミ
や流木等への迅速な対応が可能
となり、海岸漂着ゴミや流木等
の対策の充実が図られる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

△ 事後検証を実施
（業績指標：検討中）



３４ 海上における
総合的な安全
対策の強化

○ ・複雑化する船舶の運航形態に
対応した望ましい安全管理体制
のモデルを構築し、その普及を
図ることで、最近多発している
安全管理体制の欠如に起因する
同種の海難事故の再発を防止す
る。
・海難・災害等に関する共通
データベースを構築し、重大海
難への迅速な対応、海難・災害
発生履歴、事業状況等を踏まえ
た適切な指導監督及び効果的な
事故防止対策の企画立案を可能
とすることにより、海難・災害
発生が減少するとともに海上輸
送の安全・安心に対する国民の
信頼性が向上する。
（業績指標：商船の海難船舶隻
数…４６６隻以下（平成２３
年）（平成２３年までの５年間
で平成１８年比で商船の海難船
舶隻数を１割異常減らすことを
目標とする。）

○ 平成２２
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：商船の海難船舶隻
数…４６６隻以下（平成２３
年）（平成２３年までの５年間
で平成１８年比で商船の海難船
舶隻数を１割以上減らすことを
目標とする。）

３５ 航空安全情報
管理・提供シ
ステムを活用
した総合的な
航空輸送安全
対策の強化

△ これまで十分に活用できなかっ
た様々な安全情報等について、
航空安全情報管理・提供システ
ムにおいて一元的に管理・分析
することによって、的を絞った
より効果的な安全対策が可能と
なり、事故及びその予兆となる
トラブルを未然に防止する。
（業績指標：検討中）

○ 平成２１
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

３６ 領海、EEZにお
ける海洋調査
の推進

△ 海洋調査を推進し、領海及び排
他的経済水域の基盤的情報を整
備することにより、我が国の海
洋開発及び利用の計画立案等の
海洋管理が図られる。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度に事
後検証

△ 海洋調査の進捗状況について事
後検証を実施
（業績指標：検討中）

３７ 安定的な海上
輸送の確保方
策

△ 安定的な海上輸送の確保のため
の法整備及びトン数標準税制の
創設により、本邦外航海運事業
者の国際的な競争条件の均衡化
を通じた国際競争力の確保、日
本籍船・日本人船員の計画的増
加を図る。
（業績指標：日本籍船及び日本
人船員の総数…検討中）

○ 平成２０
年度以降
の毎年度
のチェッ
クアップ
において
事後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：日本籍船及び日本
人船員の総数…検討中）

３８ スーパー中枢
港湾プロジェ
クトの充実・
深化

○ ・大規模コンテナターミナルの
整備等により、円滑な物流サー
ビスやスケールメリットによる
港湾コストの低減が図られ、
スーパー中枢港湾の国際物流拠
点機能が向上する。
・臨海部物流拠点（ロジス
ティックセンター）の形成によ
り、コンテナターミナルの機能
が向上し、より物流の効率性が
高まるため、輸送コストの低減
が図られ、我が国の国際競争力
が強化される。
・出入管理システムの構築、導
入、整備等ゲートの機能向上に
より、効率性・利便性・保安性
が高まり、我が国港湾の国際競
争力の強化を図ることができ
る。
（業績指標：国際海上コンテナ
貨物等輸送コスト低減率…平成
１４年度比５％減（平成１９年
度））

○ 平成２３
年度政策
レビュー
において
事後検証

○ 政策レビュー（総合評価方式）
（業績指標：国際海上コンテナ
貨物等輸送コスト低減率…平成
１４年度比５％減（平成１９年
度））



３９ 次世代シング
ルウィンドウ
の構築

△ 港湾管理者の協力のもと、港湾
管理者システムの改修を行うこ
とにより、統一申請項目窓口の
次世代シングルウィンドウへの
一元化を図る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

４０ 臨海部産業エ
リアの形成促
進

○ 産業に係る物流の効率化によ
り、物流コストの縮減が図ら
れ、我が国の産業の協力を強化
する。
（業績指標：国際海上コンテナ
貨物等輸送コスト低減率…平成
１４年度比５％減（平成１９年
度））

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：国際海上コンテナ
貨物等輸送コスト低減率…平成
１４年度比５％減（平成１９年
度））

４１ 港湾施設の戦
略的維持管理
の推進

△ ・長寿命化等に資する計画の策
定に係る経費の予算措置を行う
ことにより、国および港湾管理
者による当該計画の策定が推進
される。
・致命的損傷・崩壊を計画的か
つ適時適切な点検・補修等によ
り予防し、港湾施設の安全・安
心が確保される。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

４２ 観光産業のイ
ノベーション
の促進事業

○ 業務の共同・効率化や客室稼働
率の向上による宿泊産業の生産
性向上など、観光産業のイノ
ベーションの促進に向けた新た
なビジネスモデルの成功事例を
積み上げ、その要因を分析・活
用することで、観光産業におけ
るイノベーションが図られる。
（業績指標：国内観光旅行によ
る国民一人当たり年間宿泊数…
４泊（平成２２年度）、国内に
おける観光旅行消費額…３０兆
円（平成２２年度））

○ 毎年度政
策チェッ
クアップ
を実施、
観光立国
推進基本
計画の見
直し（平
成２２年
度）に併
せて事後
検証を実
施

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：国内観光旅行によ
る国民一人当たり年間宿泊数…
４泊（平成２２年度）、国内に
おける観光旅行消費額…３０兆
円（平成２２年度））

４３ ビジット・
ジャパン・
アップグレー
ド・プロジェ
クトの推進

○ 観光立国推進基本計画を踏ま
え、旅行者の満足度を向上させ
るとともに、発進力の更なる強
化・拡大を図ることで、訪日外
国人旅行者数の持続的な増加を
促す。
（業績指標：訪日外国人旅行者
数…１，０００万人（平成２２
年））

○ 毎年度政
策チェッ
クアップ
を実施、
観光立国
推進基本
計画の見
直し（平
成２２年
度）に併
せて事後
検証を実
施

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：訪日外国人旅行者
数…１，０００万人（平成２２
年））

４４ 国際会議の開
催・誘致の推
進

○ 観光立国推進基本計画を踏ま
え、我が国が競争力を失ってい
る要因について対策を講じ、開
催・誘致活動に対する支援を行
う。
（業績指標：主要な国際会議の
開催件数…２５２件（平成２３
年））

○ 毎年度政
策チェッ
クアップ
を実施、
観光立国
推進基本
計画の見
直し（平
成２２年
度）に併
せて事後
検証を実
施

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：主要な国際会議の
開催件数…２５２件（平成２３
年））



４５ 国内旅行需要
創出・平準化
等促進実証事
業

○ 休暇を通じた国内旅行需要の創
出・平準化の先進事例が蓄積さ
れるとともに、これら成功要因
の分析等を踏まえた普及・啓発
活動を進めることにより、企業
等における休暇取得の更なる促
進及び国民全体の国内旅行需要
の創出・平準化による地域経済
の活性化が期待される。
（業績指標：国内観光旅行によ
る国民一人当たり年間宿泊数…
４泊（平成２２年度）、国内に
おける観光旅行業費額…３０兆
円（平成２２年度））

○ 毎年度政
策チェッ
クアップ
を実施、
観光立国
推進基本
計画の見
直し（平
成２２年
度）に併
せて事後
検証を実
施

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：国内観光旅行によ
る国民一人当たり年間宿泊数…
４泊（平成２２年度）、国内に
おける観光旅行業費額…３０兆
円（平成２２年度））

４６ 国際競争力の
高い魅力ある
観光地の整備
促進事業

○ 国の観光立国推進基本計画等を
踏まえ、滞在力強化のための地
域間連携を促すための新たな施
策であり、満足度の高い滞在日
数の増加に資する地域観光圏及
び広域観光連携圏域の形成と連
泊客数の拡大を促す。
（業績指標：訪日外国人旅行者
数…１，０００万人（平成２２
年）、国内観光旅行による国民
一人当たり年間宿泊数…４泊
（平成２２年度）、国内におけ
る観光旅行消費額…３０兆円
（平成２２年度））

○ 毎年度政
策チェッ
クアップ
を実施、
観光立国
推進基本
計画の見
直し（平
成２２年
度）に併
せて事後
検証を実
施

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：訪日外国人旅行者
数…１，０００万人（平成２２
年）、国内観光旅行による国民
一人当たり年間宿泊数…４泊
（平成２２年度）、国内におけ
る観光旅行消費額…３０兆円
（平成２２年度））

４７ 集落の維持・
再編等への取
組の推進

△ 限界集落に暮らす方々の雪処理
の負担を軽減し、安全安心を確
保するとともに、基幹集落にお
ける集住を図ることにより、雪
に親しむことをテーマとした交
流活動が促進される。
（業績指標：検討中）

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

４８ （財）民間都
市開発推進機
構の融通業務
の見直し

○ 公共施設等の整備に要する費用
を長期・低利の資金供給により
支援することで、優良な民間都
市開発事業の推進を図る。
（業績指標：民間都市開発の誘
発係数…１６倍（平成１９～２
３年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：民間都市開発の誘
発係数…１６倍（平成１９～２
３年度））

４９ まち再生融資
支援業務（仮
称）の創設

○ 地方都市における優良な民間都
市開発事業に対する資金供給の
円滑化が図られることにより、
民間都市開発事業が促進され、
もって地域の活性化が図られ
る。
（業績指標：民間都市開発の誘
発係数…１６倍（平成１９～２
３年度）

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：民間都市開発の誘
発係数…１６倍（平成１９～２
３年度）

５０ 暮らし・にぎ
わい再生事業
の拡充

○ 地域固有のまちなみを活かした
整備等や市街地再開発事業等の
事業手法を活用等、地域の状況
に応じた事業実施を可能とする
ことにより、中心市街地活性化
のさらなる促進が図られる。
（業績指標：都市機能更新率…
３６．０％）

○ 平成２０
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：都市機能更新率…
３６．０％）



５１ 地方鉄道活性
化及びＬＲＴ
システムの整
備について、
地域の意欲的
な取組への重
点的な支援

○ 自治体、鉄道事業者等が連携し
て実施する地方鉄道の活性化に
資する地域の意欲的な取組を重
点的に支援することにより、地
域の鉄道を支えようとするイン
センティブが向上し、地方鉄道
の利用促進、活性化に向けて多
様な地域の関係者が一体となっ
た取組が促進される。
（業績指標：経営基盤の脆弱な
地方鉄道事業者のうち、鉄道の
活性化計画を策定し、実行して
いるものの割合…６０％（平成
２３年度））

○ 平成２０
年度以降
の毎年度
のチェッ
クアップ
において
事後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：経営基盤の脆弱な
地方鉄道事業者のうち、鉄道の
活性化計画を策定し、実行して
いるものの割合…６０％（平成
２３年度））

５２ 地域公共交通
活性化・再生
総合事業

○ 多種多様な地域のニーズや課題
に的確に対応した、地域の独自
性、創意工夫による地域公共交
通の活性化・再生についての意
欲的な取組みが促進され、地域
にとって最適な地域公共交通の
活性化・再生が図られる。
（業績指標：地域の関係者によ
る地域公共交通に関する総合的
な計画の策定件数…３０件（平
成２３年度））

○ 平成２３
年度に政
策チェッ
クアッ
プ、政策
レビュー
により事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）、政策レビュー（総合評
価方式）
（業績指標：地域の関係者によ
る地域公共交通に関する総合的
な計画の策定件数…３０件（平
成２３年度））

５３ 総合的な都市
交通戦略の更
なる推進のた
めの都市交通
システム整備
事業の拡充

○ 都市交通施策のプログラムに基
づき施設整備や交通行動の誘導
等を実施することにより、徒
歩、自転車、自動車、公共交通
の適正な分担による望ましい都
市像の実現と安全で円滑な交通
の確保を図る。
（業績指標：基幹的な公共交通
を利用可能な人口の割合…７
４％（平成２３年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：基幹的な公共交通
を利用可能な人口の割合…７
４％（平成２３年度））

５４ スピーディな
事業展開のた
めの用地取得
条件整備モデ
ル事業の創設

○ 近年における公共事業予算の縮
減傾向に伴い、重点的かつ効率
的な事業実施が従来にも増して
必要となっている中で、本施策
の実施により、あらかじめ明示
された完成時期を目標とした計
画的な用地取得が可能となり、
事業の効率化・迅速化が図られ
る。
（業績指標：用地取得が困難と
なっている割合（用地あい路
率）…３．１５％（平成１９年
度～平成２３年度の平均））

○ 平成２３
年度以降
の毎年度
のチェッ
クアップ
において
事後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：用地取得が困難と
なっている割合（用地あい路
率）…３．１５％（平成１９年
度～平成２３年度の平均））



５５ 建設業・不動
産業の経営基
盤等の強化

○ ・建設業においては、建設業の
ノウハウを活用できる分野に進
出して活動領域の拡大を図ると
ともに、コミュニティー産業と
して地域活性化に貢献すること
が求められている。このような
新分野進出の意欲のある建設業
者を支援し、その事例を普及・
啓発することが、業界全体の底
上げを図る。
・先進事例の普及のための講習
会の実施支援や新規事業の実施
支援の実施結果を公表し、意欲
がある中小業者の参考となるよ
う幅広く周知啓発を行い、不動
産業界全体の底上げを図る。
・不動産業者における暴力団排
除やマネーロンダリング対策の
法令遵守、不動産投資市場にお
ける関連業者の内部統制の確立
により、早期に不動産業界のコ
ンプライアンスを確立する。
（業績指標：不動産証券化実績
総額…66兆円（平成23年度）、
指定流通機構（レインズ）にお
ける売却物件の登録件数…274千
件（平成23年度）、宅地建物取
引業保証協会の社員である宅地
建物取引業者に対する弁済を受
けるための宅地建物取引業保証
協会の認証件数の割合の推移…
0.30％（平成19年度～平成23年
度の5年間平均）、建設業の活力
回復に資するモデル的な取組の
創出件数…400件（平成21年
度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：不動産証券化実績
総額…66兆円（平成23年度）、
指定流通機構（レインズ）にお
ける売却物件の登録件数…274千
件（平成23年度）、宅地建物取
引業保証協会の社員である宅地
建物取引業者に対する弁済を受
けるための宅地建物取引業保証
協会の認証件数の割合の推移…
0.30％（平成19年度～平成23年
度の5年間平均）、建設業の活力
回復に資するモデル的な取組の
創出件数…400件（平成21年
度））

５６ 不動産投資市
場の健全な発
展のための情
報基盤の構築

○ 不動産管理に係るデータベース
を構築し、不動産鑑定評価の指
導監督を強化することを通じ
て、不動産鑑定評価の信頼性の
向上が図られるとともに、不動
産取引の指針となるようなデー
タを一般に提供することを通じ
て、不動産市場の透明化が推進
され、ひいては不動産投資市場
の健全な発展が促される。
（業績指標：地価情報を提供す
るホームページのアクセス件数
…２５，３９０千件（平成２３
年度）、取引価格情報を提供す
るホームページへの①アクセス
件数及び②取引価格情報の提供
件数…①４０百万件（平成２３
年度）、②１百万件（平成２３
年度））

○ 平成２３
年度以降
の毎年度
のチェッ
クアップ
において
事後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：地価情報を提供す
るホームページのアクセス件数
…２５，３９０千件（平成２３
年度）、取引価格情報を提供す
るホームページへの①アクセス
件数及び②取引価格情報の提供
件数…①４０百万件（平成２３
年度）、②１百万件（平成２３
年度））

５７ 地域の建設業
界と専門高校
が連携した将
来の人材育成
の強化

○ 若手の人材育成に熱心な建設業
者の開拓、建設技能者による学
校での生徒に対する実践的指
導、工業高校生の技能技術水準
に応じた副教材の作成、建設技
能者による教員に対する高度な
技能技術の習得を図る研修等の
実施など、モデル的な取組を実
施し、その成果の普及を図るこ
とにより、効果的に優秀な人材
の確保・育成が図られる。
（業績指標：建設技能労働者の
過不足状況･･･不足率１．２％
（平成１８年）→１．２％以下
（平成２３年）、技能工のＤ．
Ｉ．３０ポイント（平成１８
年）→３０ポイント以下（平成
２３年））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：建設技能労働者の
過不足状況･･･不足率１．２％
（平成１８年）→１．２％以下
（平成２３年）、技能工のＤ．
Ｉ．３０ポイント（平成１８
年）→３０ポイント以下（平成
２３年））



５８ 「海の日」
「海の月間」
における海事
産業振興事業
の推進

○ ・従来は、それぞれの地域・団
体ごとに行われてきた「海の
日」「海の月間」関連事業を、
国が中心となって官民の連携を
強化しながら事業を展開するこ
とにより、統一的かつ広域的な
海事広報活動を行うことが可能
となる。
・本施策を通じて、若年層をは
じめとする多くの国民に海の仕
事の魅力、重要性を知ってもら
うことは、海事産業における将
来的な人材確保と海事産業の活
性化につながるものであり、目
標達成に貢献するものである。
（業績指標：「海の日」「海の
月間」を中心に、効果的な海事
広報を推進するため、国土交通
省が新たに実施したイベント
数･･･毎年１２件（平成２４年
度））

○ 平成２４
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：「海の日」「海の
月間」を中心に、効果的な海事
広報を推進するため、国土交通
省が新たに実施したイベント
数･･･毎年１２件（平成２４年
度））

５９ 海洋環境立国
を支える人材
育成支援事業

○ 造船産業の競争力の基盤となる
技術者の確保・育成が効率的に
実施でき、我が国造船業に求め
られている多様な社会的・経済
的ニーズに応えることができ、
我が国造船産業の維持・発展及
び活性化につながり、「環境立
国・日本」、「海洋立国」の実
現に資する。
（業績指標：造船業・舶用工業
の生産高（世界シェア）･･･１／
３（平成２１年度））

○ 平成２１
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：造船業・舶用工業
の生産高（世界シェア）･･･１／
３（平成２１年度））

６０ 船員確保・育
成等総合対策
事業

○ 外航日本人船員の減少、内航船
員の高齢化等に伴う人手不足に
対応し、船員を集め、育て、
キャリアアップを図り、陸上海
技者への転身を支援するととも
に、海事地域の振興を図る。
（業績指標：海運業（外航及び
内航）における船員採用者数の
水準…１３５（平成２２年
度））

○ 平成２２
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：海運業（外航及び
内航）における船員採用者数の
水準…１３５（平成２２年
度））

６１ 「新たな公」
によるコミュ
ニティ創生支
援モデル事業
の創設

△ 活力減退地域における住民の不
安増幅、貴重な文化・伝統・風
土等の喪失や、国土の不適切な
管理による国土の荒廃・災害脆
弱性の拡大といった課題に対応
するためには、従来型の自治体
や脆弱化する地縁型コミュニ
ティに限定した対応のみでは限
界があり、地域づくりへの誇り
や愛着を持つ多様な主体の参加
の熱意・ニーズの高まりを踏ま
え、「新たな公」によるコミュ
ニティ創生の活動の拡大を通
じ、地域資源を活用した地域の
活性化、効率的・持続的な地域
経営への転換等を図る。
（業績指標：検討中）

○ 平成２０
年度以降
毎年度の
政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）



６２ 広域ブロック
自律施策等推
進費の創設

△ 地域からのボトムアップ的な発
意と関係各府省や地方の関係主
体の密接な連携を促し、これに
よって企画された調査のうちか
ら実施の効果及び必要性の高い
調査課題を選定し、執行段階で
移し替えを行い実施するもので
あり、社会経済情勢の変化や地
方のニーズに的確に対応した広
域プロジェクトの具体化等が一
層促進される。
（業績指標：検討中）

○ 平成２２
年度以降
毎年度の
政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：検討中）

６３ 推進研究テー
マ設定による
イノベーショ
ン推進に向け
た研究開発助
成制度の強化

○ ・重点的に実施する推進研究
テーマ（政策課題）に対し、研
究者の独創的で自由な発想や、
現場で蓄積された民間の経験や
知恵を反映させ、２～３年とい
う短期間で成果を社会に還元す
ることができる。
・実用化までの一貫した研究開
発思想が整理され、イノベー
ションが推進・実現される。
（業績指標：年度計画通りに進
捗した技術研究開発の推進…８
０％（平成１９年度以降毎年
度）

○ 平成２４
年度を目
処に事後
検証

○ 研究開発結果を含めて、拡充し
た制度について事後検証を実施
（業績指標：年度計画通りに進
捗した技術研究開発の推進…８
０％（平成１９年度以降毎年
度）

６４ ＩＴ技術によ
る国土交通分
野高度化のた
めの調査・研
究経費（東ア
ジアにおける
交通系ＩＣ乗
車券に関する
調査・研究）

○ 東アジアの交通系ＩＣ乗車券の
共通化、相互利用化の実現によ
り、言葉及び通貨のバリアが解
消され、東アジア域内の人々が
可能な限り効率的な方法で行き
来できるようになる。これによ
り、移動の円滑化、支払いの円
滑化が図られ、交流人口の増
大、観光消費の拡大を実現する
ことが可能となる。
（業績指標：東アジアにおける
交通系ＩＣ乗車券の共通化・相
互利用化を達成した都市数…２
都市（平成２３年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップ、
政策レ
ビューに
より事後
検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）、政策レビュー（総合評
価方式）
（業績指標：東アジアにおける
交通系ＩＣ乗車券の共通化・相
互利用化を達成した都市数…２
都市（平成２３年度））

６５ ASEANやインド
における物流
インフラ整備
への支援

△ ＡＳＥＡＮ・インドにおいて物
流インフラ整備を十分に支援す
ることにより物流のボトルネッ
クを解消し、多数進出している
日系企業の活動を支援できると
ともに、ＡＳＥＡＮ・インドの
経済発展に資する。
（業績指標：国際協力・連携等
の推進に寄与したプロジェクト
の件数…検討中）

○ 平成２２
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

△ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：国際協力・連携等
の推進に寄与したプロジェクト
の件数…検討中）

６６ 官庁施設のリ
ノベーション
事業の実施

○ リノベーションは、既存構造躯
体を再利用しながら、施設利用
者のニーズ等の変化に伴う社会
的な機能劣化の回復等も可能と
なるため、既存施設の長寿命化
を図る。
（業績指標：官庁施設として必
要な性能を確保するための対策
が講じられている施設の割合
（①耐震対策、②バリアフリー
対策、③環境への配慮、④総
合）…①８５％（平成２３年
度）、②４１％（平成２３年
度）、③３５％（平成２３年
度）、④２８％（平成２３年
度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評価
方式）
（業績指標：官庁施設として必
要な性能を確保するための対策
が講じられている施設の割合
（①耐震対策、②バリアフリー
対策、③環境への配慮、④総
合）…①８５％（平成２３年
度）、②４１％（平成２３年
度）、③３５％（平成２３年
度）、④２８％（平成２３年
度））



６７ クールビズ・
ウォームビズ
対応型オフィ
スの整備推進

○ 行政サービス環境を確保しつ
つ、クールビズ・ウォームビズ
が実施可能となることから、官
庁施設における省ＣＯ２対策の
一層の推進が図られる。
（業績指標：保全状態の良好な
官庁施設の割合等（②官庁営繕
関係基準類等の策定事項数）…
②２５（平成２３年度））

○ 平成２３
年度政策
チェック
アップに
おいて事
後検証

○ 政策チェックアップ（実績評
価）
（業績指標：保全状態の良好な
官庁施設の割合等（②官庁営繕
関係基準類等の策定事項数）…
②２５（平成２３年度））

（備考）

合　計
○＝３４
△＝３３

○＝６７
○＝３４
△＝３３

 （注）１ 国土交通省の評価書を基に当省が作成した。
       ２ 各欄の記載事項については、「政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項」を参照



政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「整理番号」欄 評価書に掲載された政策について順次番号を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「得ようとする効

果の明確性」欄 

政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。 

得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明ら

かにされているなど、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効

果が得られたとするのか、その状態が具体的に特定されているものは、「○」

を記入した。「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」

かは明らかでないなど具体的には特定されていないものは、「△」を記入した。

得ようとする効果についての記載がないものは、「－」を記入した。 

「検証を行う時期

の特定」欄 

事後的検証を予定している場合に、その検証を行う時期を記入した。 

当該政策（施策や事業）について、事後的検証を行う時期が特定されている

ものは、「○」を記入した。事後的検証を行うこととはしているが時期が特定

されていないもの、又は当該政策（施策や事業）の一部についてのみ時期が特

定されているものは、｢△｣を記入した。事後的検証を行うことが明らかにされ

ていないものは、「－」を記入した。 

「効果の把握の方

法の特定性」欄 

事後的検証を予定している場合に、政策の実施後に実際に得られた効果をど

のように把握・測定するのかを記入した。 

政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされているもの

は、「○」を記入した。効果の把握の方法が不明確なものは、「△」を記入した。
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